
事業名
（箇所名）

淀川河川公園
担当課 都市局公園緑地・景観課 事業

主体
近畿地方整備局

担当課長名 梛野 良明

実施箇所 【大阪府】大阪市、守口市、寝屋川市、枚方市、摂津市、高槻市、島本町　【京都府】八幡市、大山崎町

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

主な事業の
諸元

国営公園整備：計画面積1,216ha、供用面積238.8ha
国営公園維持管理：供用面積238.8ha

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
・一の都府県を越える広域的な見地から設置された公園
・淀川の自然環境の保全、様々な活動や利用との調和のとれた整備が求められている。

＜達成すべき目標＞
・淀川の自然環境や淀川の人と関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを行う。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する。

事業期間 事業採択 昭和47年度 完了 平成43年度

総事業費
（億円）

418 残事業費（億円） 176

2,094

便益の主な
根拠

誘致圏：淀川河川公園を10ブロックに分割し、各ブロックから20km圏
誘致圏人口：1,254万人

事業全体の
投資効率性

基準年度 平成26年度

B:総便益
(億円)

16,174 C:総費用(億円) 1,387 全体B/C 11.7 B-C 14,787
EIRR
（％）

1.5

感度分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業全体のB/C　　　　　　　残事業のB/C
需　　　要　（－10％ ～ ＋10％）　　　　　 　11.4～11.9　　　　　　　　　　　　1.4～1.7
事　業 費　（＋10％ ～ －10％）　　 　　　　11.5～11.9　　　　　　　　　　　　1.4～1.7
事業期間　（＋10％ ～ －10％）　  　　 　　11.6～11.7 　　　　　　　　　　　 1.3～1.6

事業の効果等
・近畿圏都市部の貴重なオープンスペースとして、運動や自然観察・地域行事など多様な主体・世代に交流の場を提供している。
・利用者は増加傾向にあり、約564万人（平成25年度）にのぼっている。
・利用者アンケート（平成25年度）で約７割の利用者から「満足」または「やや満足」と回答を得ている。

残事業の
投資効率性

B:総便益
(億円)

212 C:総費用(億円) 140 継続B/C

社会経済情勢
等の変化

淀川河川公園を利用圏とする府県の人口は約1,850万人であり、沿川市町の人口もほぼ横ばいである。

主な事業の
進捗状況

・平成26年度末までに全体事業費418億円のうち57.9％にあたる242億円を執行。
・昭和47年度の事業化以降、平成25年度までに238.8haを供用している。

主な事業の進
捗の見込み

基本計画や整備プログラム等に基づき、大阪府域においては、鳥飼下地区など整備計画が策定された地区を順次整備していく。また、京都府域に
おいては、交流活動支援機能を備えた三川合流域拠点施設（仮称）を整備していく。

＜第三者委員会の意見＞
・対応方針（原案）のとおり「事業継続」でよいと判断される。

＜大阪府の意見＞
一人当り公園面積が５．５㎡／人と都道府県の中で最も少ない大阪府において、淀川河川公園は府民にとって貴重なオープンスペースである。
引き続き、府民の声を反映し、幅広い年齢層に利用される公園を目指し整備されたい。

＜京都府の意見＞
淀川河川公園の事業継続の対応方針（原案）に異論はない。
周辺の環境に配慮した地域間の交流拠点施設の整備促進を図るとともに、緑地として都市計画決定されている桂川流域の大山崎地区上流につ
いて「淀川河川公園基本計画」に位置付けていただくよう要望する。

その他

コスト縮減や
代替案立案等
の可能性

維持管理の工夫によるコスト縮減に加え、計画段階から維持管理費を含めて検討し、ライフサイクルコストの縮減に取り組んでいく。

対応方針 継続

対応方針
理由

事業の必要性、進捗の見込み、コスト縮減や代替案立案の可能性の視点から総合的判断。



淀川河川公園 

【 淀川河川公園  位置図 】 


